
川口委員長 、川辺職務代理者、中村委員、中嶋委員

原事務局長、石橋事務局次長、富﨑選挙係長、林西部出張所長

迎書記、野上書記、藤本書記

なし

・議案第8号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第5号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第6号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第7号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第4号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

(質問）不在者投票の交付場所の小呂島、玄界島は過去と同様か。

(回答）同様である。投票日で満18歳となるが期日前期間投票時点において18歳未満の人の場
合、期日前投票ではなく、不在者投票を行う必要があるため。

・議案第1号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第2号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第3号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

8 議 事 次 第

(1) 議 案 審 議

・議案第10号 在外選挙人名簿に登録する者について

・ 議 案 第 8 号
最高裁判所裁判官国民審査につき審査に付される裁判官の氏名等の掲示を
行う場所について

・ 議 案 第 9 号 在外選挙人名簿から抹消する者について

・ 議 案 第 6 号
衆議院小選挙区選出議員選挙福岡県第３区における投票所内の候補者の氏
名等掲示の掲載順序を定めるくじの方法について

・ 議 案 第 7 号
衆議院小選挙区選出議員選挙福岡県第３区におけるポスター掲示場の設置
場所について

・ 議 案 第 4 号
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における不在者投票の
ための投票用紙及び投票用封筒の交付場所について

・ 議 案 第 5 号
衆議院小選挙区選出議員選挙福岡県第３区における投票所内の候補者の氏
名等掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時について

専決処分の承認を求めることについて

・ 議 案 第 2 号
衆議院議員総選挙における不在者投票のための投票用紙及び投票用封筒を
郵便等をもって発送を開始する日について

・ 議 案 第 3 号
衆議院議員総選挙における特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票
のための投票用紙及び投票用封筒を交付又は郵便等をもって発送を開始す
る日について

・ 議 案 第 1 号

7 議 題

(1) 議 案

6 傍 聴 人

2 開 閉 会 時 刻 午 前 10 時 00 分 開 会

4 出 席 委 員

5 事 務 局 職 員

午 前 10 時 45 分 閉 会

3 場 所 西 区 役 所 ３ 階 応 接 室

令 和 8 年 第 1 回 委 員 会 会 議 録
1 開 催 年 月 日 令 和 8 年 1 月 23 日 ( 金 曜 日 )



選挙期日まで時間がない中で準備を行う必要がある。くれぐれも事故等がないように執行をお願
いしたい。

・議案第9号について事務局より説明し、原案どおり可決した。

・議案第10号について事務局より説明し、原案どおり可決した。


